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（一部抜粋） 



空き家は個人財産である一方、管理不全状態となると防災・防犯、衛
生、景観などの面で悪影響を与える外部性を有するに至るため、空き家
問題は個人の問題にとどまらず地域・コミュニティの問題でもある。

地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全のための老朽危
険空家対策や、空家等の活用のための対応が必要。

空き家問題
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「空家等」
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていな

いことが常態であるもの及びその敷地

「特定空家等」
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空き家の定義（空家等対策の推進に関する特別措置法）

「管理不全空家等」
適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該

当することとなるおそれのある状態にある空家
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１．空き家の状況
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市内住宅数・世帯数・空き家数の推移

空家除く 空家 世帯数

134,596世帯
119,516世帯 126,861世帯

空き家18,260戸
（14％）

空き家16,970戸
（12％）

空き家20,910戸
（14％）

住宅総数
137,120戸

住宅総数
130,570戸

住宅総数
146,400戸

量的充足

空き家率

全国 14％

福岡県 13％

久留米市 14％

住宅・土地統計調査

※世帯数：平成30年 住民基本台帳
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１．空き家の状況
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5,330戸

5,530戸

670戸

市内空き家の用途ごとの推移

5,050戸

480戸

1,310戸

11,660戸 10,870戸 13,540戸

580戸 480戸 910戸 その他住宅率

全国 5.6％

福岡県 4.9％

久留米市 3.8％住宅・土地統計調査
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出展：令和元年住宅局「空き家所有者実態調査」

空き家の取得経緯

相続で取得し、所有者が遠隔地（市町村外など）に居住しているケースが多い

空き家所在地と所有者居住地の関係

１．空き家の状況 6



空き家にしておく理由 賃貸・売却する上での課題

特に使用する目的がなく、そのままにしている“なんとなく空き家”が増加

出展：令和元年住宅局「空き家所有者実態調査」

7１．空き家の状況



空き家の活用・流通の施策検討・実施

平成31～令和7年度

「空き家化の予防」「空き家の流通・活用」
「管理不全な空き家の解消」

特定空家等の認定や措置に関する答申

特定空家に対する法的措置に関する答申

空き家相談会の実施

２．久留米市の空き家対策

久留米市空家等対策計画

久留米市空家等の適切な管理に関する条例

空き家活用推進協議会

特定空家等対策審議会

空家等対策の推進に関する特別措置法
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基本的な対応

２．久留米市の空き家対策

著しく状態が悪いもの

現地調査

対応窓口

空家等に関する相談・苦情

所有者等調査

状態に応じた対応

〇良好なもの→ 空家等の活用案内
〇老朽化したもの→ 適正管理指導
〇管理不全なもの→ 解体補助案内、適正管理指導

その他、解体業者紹介や個別の相続手続き支援など

固定資産税の課税情報など

登記情報、戸籍情報、

特定空家等の判断

助言又は指導

勧告

命令

行政代執行

法に基づく措置

固定資産税の
住宅特例解除

〇著しく保安上危険
〇著しく衛生上有害
〇著しく景観を損なう
〇生活環境の保全上不適切

9



老朽危険空家等除却促進事業

・一定の危険度がある木造の空き家の除却工事を助成

・対象工事費の50％、上限65万円

瓦が全面的にずれて穴も屋根が落ち込んでいる

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

助成件数 50件 52件 54件 27件

助成金額 31,578千円 34,183千円 32,117千円 16,167千円

２．久留米市の空き家対策 14



空き家相談事業者登録制度

【対象】権利や接道など流通に
課題がある空き家

所有者

市

申込

情報提供

希望者

仲介、買取、転貸

※所有者が1社選択

登録業者（公募・
８０社）

空き家情報バンク

【対象】流通可能な空き家

所有者

市 宅建組合（協定）

申込

情報提供

１社選出

仲介

２．久留米市の空き家対策

成約件数 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度

空き家情報バンク ２件 ４件 ６件 2件

空き家相談事業者登録制度 ４件 6件 1件 0件
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空き家活用リフォーム助成事業

・1年以上の空き家を自己居住用として使用する場合のリフォーム工事を助成
・対象工事費の50％、上限30万円

空家の所有者等を対象として、活用、売却、解体、相続など様々な内容に関する
相談会を実施。

２．久留米市の空き家対策

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

助成件数 ８件 １０件 ７件 ８件

助成金額 2,212千円 2,880千円 1,984千円 2,266千円

空き家相談会

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

開催数 ２回 ２回 ２回 ３回

件数 １９件 ２１件 ２４件 ３３件
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２．久留米市の空き家対策

その他啓発等

17

市ホームページや広報
誌、固定資産税納税通
知書へのチラシ同封、
出前講座により、空家
に関する情報提供



• 市民からの苦情や通報により把握した空き家に対して指導や法的措置、

必要に応じて専門家の紹介や相続手続きの案内・支援なども行っている

が、時間と労力を要している。

• 現在把握している老朽危険空家等だけでなく、将来的に老朽危険空家等

となる空き家も増加していく。

２．久留米市の空き家対策

課題① 空き家の増加
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• 空き家の半数以上が相続に伴って発生しており、高齢化の進展に伴い住

宅の相続が増加していく。

• 適切に相続登記がなされない空き家が増加し、所有者探索の手間や所有

者への働きかけに課題が生じている。

• 全ての相続人の相続放棄や、登記せずに相続が重なって所有者が不明と

なった場合、利活用も管理・除却等も困難になる。

２．久留米市の空き家対策

課題② 相続の増加・所有者不明空き家
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課題③ 空き家所有者の現状

２．久留米市の空き家対策

• 所有者に解体後の土地の活用イメージがないため、活用が進まない。

• 「自分が生きているうちに処分方法も含めて準備する」意識が乏しい。

• 活用意向がなく相続した所有者が管理せずに空き家を放置する可能性が

大きい。

• 固定資産税の住宅用地特例は、空き家がそのまま放置されることにつな

がるおそれがある一方で、解体費用や解体後に土地の固定資産税が上が

ることを懸念して解体を躊躇する場合がある。
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３．空き家に関する法整備の状況

・所有者による適切な管理の努力義務

・所有者の責務の強化

・特定空家等への措置（指導～代執行）

・特定空家等の除却の強化

・空家等の管理の確保（管理不全空家等への指導～勧告）
※勧告により敷地の固定資産税の特例解除

・空家等の活用拡大
①活用促進区域の指定（一部規制を合理化）

追加

※勧告により住宅用地の特例解除

②管理活用支援法人の指定（NPO法人、社団法人等を対象）

空家法の制定（平成27年 5月施行）

空家法の改正（令和 5年12月施行）

21



３．空き家に関する法整備の状況

従前の不在者財産管理人・相続財産管理人は、人単位で財産全般を管理

する必要があり、非効率になりがち

⇒ 不動産の取得を知った日から３年以内の相続登記申請を義務化

施行日前の相続でも義務化の対象（３年間の猶予期間あり）

「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象

民法の改正（令和５年４月施行）

⇒ 所有者不明土地・建物の管理制度の創設

個々の所有者不明土地・建物の管理に特化し、効率化・合理化

不動産登記法の改正（令和６年４月施行）
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現地調査

４．久留米市空家等実態調査

現地調査を行う空き家の抽出

家
屋
登
記
情
報

既に把握している空き家

使用実態判定①
・使用されている
・建物がない
・住宅用途でない

ものを除外

使用実態判定②
・不動産看板がある
・電気メーター、ガス

ボンベがない
・郵便、ゴミが放置

建物・敷地の状態判定

【建物状態の判定】
・基礎、土台、柱
・外壁 
・屋根 

【敷地状態の判定】
・道路条件
・雑草、樹木、等の状態
・管理状況

【対象】市内全域の戸建て住宅

15,739戸

6,101戸

1,812戸

【抽出条件：登記なし】
・水道1年以上閉栓 ・住民票なし
・住宅用途

【抽出条件：登記あり】
・水道1年以上閉栓 ・住民票なし
・住宅用途 ・築40年以上
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Ａ 良好 とくに手を加えず使える     1,351戸（74.6％）

Ｄ 特定空家相当 危険であり除却すべき空き家    23戸（1.3％）

Ｂ 老朽化 一定劣化し、多少の修繕が必要    279戸（15.4％）

Ｃ 管理不全空家相当 相当劣化し大規模修繕や除却が必要  116戸（6.4％）

老朽化・管理の状況

４．久留米市空家等実態調査

Ｘ 判定不能等    43戸（2.3％）

24

合計1,812戸

➢ 管理不全空家相当、特定空家相当は、これまで苦情や通報で把握していた63戸
に対し、実態調査により139戸（+76戸）を把握。

➢ 増加分の内訳は、管理不全空家相当が72戸、特定空家相当が4戸であり、管理不
全空家の対応を優先的に進める必要がある。



地域別の状況

４．久留米市空家等実態調査

旧市内 田主丸 北野 城島 三瀦

A 良好 985 163 36 91 76

B 老朽 149 23 7 65 35

C 管理不全空家相当 60 25 5 24 2

D 特定空家相当 14 4 3 2

Ｘ判定不能等 23 6 5 6 3

①合計 1,231 221 53 189 118

②サンプル数 38,272 5,956 6,423 3,642 3,133

①／② 3.2% 3.7% 0.8% 5.2% 3.8%
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➢ 地域別でみると、空き家の分布状況は北野町が少なく、その他の地域に大きな差
はない。



区域別の状況

４．久留米市空家等実態調査

市街化
区域

調整区域
非線引き

区域

A 良好 703 282 366

B 老朽 103 46 130

C 管理不全空家相当 37 23 56

D 特定空家相当 7 7 9

Ｘ判定不能等 10 13 20

①合計 860 371 581

Ｃ,Ｄ／① 5.1％ 8.1％ 11.2％

居住誘導
区域

居住誘導
区域外

A 良好 600 751

B 老朽 115 164

C 管理不全空家相当 45 71

D 特定空家相当 7 16

Ｘ判定不能等 15 28

①合計 782 1,030

Ｃ,Ｄ／① 6.7％ 8.4％
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➢ 区域別でみると、市街化調整区域や非線引き区域、居住誘導区域外の空き家の老朽度は若干
高い。



４．久留米市空家等実態調査

前面道路 2ｍ未満 2ｍ以上4ｍ未満 4ｍ以上

敷地内駐車場 無 有 無 有 無 有

Ａ 空家等（良好） 19 23 134 478 138 363

Ｂ 空家等（老朽化） 9 8 42 95 23 30

Ｃ 管理不全空家相当 2 3 10 31 16 25

Ｄ 特定空家相当 3 1 5 4 1 3

Ｘ 判定不能等 1 3 12 2 1

合計 33 36 194 620 180 422

前面道路幅員不足又は駐車場無し 1,063戸（全空き家の59％）

敷地条件（前面道路、敷地内駐車場）の状況
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空き家の利活用・流通促進 状態が悪い空き家の除却促進

活用困難な空き家の除却等の取組をより加速化・円滑化するとともに、「空き家は

なるべく早い段階で活用する」との考え方を基本に、所有者の判断を後押しする取

り組みを進めていく。

５．空き家対策の強化

老朽危険空家除却補助

特定空家への勧告・命令･代執行
空き家情報バンク等での流通促進

相続に関する相談対応、所有者不明空家対策

空き家リフォーム・耐震改修助成

空き家活用に関する相談対応

管理不全空家への措置の強化

空き家解体後の跡地の流通促進
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空家法条例

特定空家になるおそれがある空き家を「管理不全空家」とし、指導等を行っ

たにもかかわらず改善がない場合には勧告を行う。

５．空き家対策の強化

管理不全空家への措置の強化

指導

特定空家等

現行の対応

空家法

法改正後

特定空家等と
なるおそれ

特定空家等管理不全空家

指導

勧告

命令

代執行

指導

勧告

命令

代執行

指導

勧告

包括的
審議

個別
審議

個別
審議
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管理不全空家の解体後の跡地の適正管理を図るため、「跡地バンク」

を新設し、流通促進を図る

５．空き家対策の強化

空き家の跡地の流通促進

空き家情報バンク

所有者

市 宅建組合（協定）

申込

情報提供
１社選出

仲介契約

跡地バンク 流通により
跡地の適正管理
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５．空き家対策の強化

空き家対策としての「財産管理制度」の活用を検討

所有者不明空家対策

市

情報提供

民間事業者

所有者不明空き家

取得希望者

財産管理制度の活用

・通報苦情
・実態調査
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法改正による、勧告を受けた管理不全空家の敷地の固定資産税の厳格化とあ

わせ、市独自の減免制度を運用

５．空き家対策の強化

管理不全空家等に関する固定資産税の運用（案）

解体されなくても、敷地の固定資産税の住宅用地特

例を解除（固定資産税の厳格化）。

解体に伴い増額（住宅用地特例の解除）

となる敷地の固定資産税を一定期間減免（固定資産税の据え置き）。

勧告を受けた空き家

勧告に至らず解体された空き家

管理不全空家を放置すれば税が上がることを予告しながら、早めに解体すれ

ば据え置かれることを案内し、所有者による自主的な解体を後押し
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勧告に至らずに、自主的に解体された管理不全空家について、適用されて

いた住宅用地特例の相当額を減免

解体期間：令和６年から令和１０年までの解体

減免期間：最長３年（適用：令和７年度課税から令和１３年度課税まで）

※当該土地の活用が未定であること、適正に管理すること等が要件

勧告を受けた管理不全空家について、敷地の住宅用地特例を解除

適用開始：令和６年度から該当空き家に予告し、令和８年度課税から適用

〇解体後の跡地の減免

〇固定資産税の厳格化

固定資産税の運用骨子（案）

５．空き家対策の強化 33



指導、
勧告予告

指導、
勧告予告

実態調査の結果を活用し、空き家の状態に合わせた案内、指導を適宜

に行うことで、できるだけ効果的に空き家の放置を抑制

Ｃ管理不
全空家,

D特定空家

Ａ,Ｂ
活用可能
な空き家

所有者へのアプローチ

５．空き家対策の強化

実
態
調
査
で
の

新
規
把
握
分
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継
続

指
導
分

勧告

Ｃ,Ｄ 勧告

R６ R７ R８ R９

1,630件

63件

76件

解体された場合、跡地減免＋跡地流通

指導、
勧告予告

補助、減免案内
指導、勧告予告

・相談窓口
・流通制度
・活用補助

案内

解体補助
跡地バンク
解体見積支援
跡地減免 案内

効
果
確
認

案内 案内

市流通制度やイエカツ（県活用サポートセンター）の活用

指導、
勧告予告

指導、
勧告予告

指導、
勧告予告

案内

勧告

勧告 勧告
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